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1.基本的な考え方 

(1)位置づけと役割 

①位置づけ 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「都市計画区域マスタープラン」という。）は、

当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口、産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、

中長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大きな道筋を明らか

にし、当該都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示すものとして定めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本区域では、策定からおおむね 20 年後の都市の姿を展望したうえで、「都市計画の目標」、「主要

な都市計画の決定の方針」を定めるとともに、おおむね 10 年以内に優先的に整備する都市施設、市

街地開発事業等の都市計画の基本的な方針を定めている。 

 

②役割 

都市計画区域マスタープランの役割は、住民に都市の将来像を示すとともに、個々の都市計画が将

来像実現のためにどのような役割を果たすかを示すことである。これらの役割を具体的に示すと、以

下の 3 つにまとめられる。 

・住民にわかりやすい都市の将来像の提示 

・広域的、根幹的な施設及び主要な都市機能配置の合意形成の円滑化 

・実効性のある都市の整備、開発、保全の推進 
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■都市計画法 

 

（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） 

第６条の２ 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針を定めるものとする。 

２ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第１号に掲げる事項を定めるものと

するとともに、第２号及び第３号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 

(1) 次条第１項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときは

その方針 

(2) 都市計画の目標 

(3) 第１号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に

関する主要な都市計画の決定の方針 

３ 都市計画区域について定められる都市計画（第 11 条第１項後段の規定により都市計

画区域外において定められる都市施設（以下「区域外都市施設」という。）に関するも

のを含む。）は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなけれ

ばならない。 
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③見直しの背景 

本県では、県内全都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を平成16（2004）年５月に策定

し、その後、市町村合併等による都市計画区域の再編や社会情勢の変化等にあわせて、随時改定を行

ってきた。平成29（2017）年３月には、人口減少の進行や低密度の市街地の拡散に対応した、公共交

通を軸に拠点が連携する都市構造による持続可能な都市づくりを推進していくことなどを柱とし、県

内全都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を改定した。 

その後も人口減少や少子化・高齢化が進行する中、市街化区域では人口密度が増加し、駅等の拠点

への人口集積が進みつつあるものの、更なる人口減少、少子化・高齢化への対応や中心市街地の衰退

が見られる地域への対応などが課題となっている。また、マイカー利用の増加などによる公共交通利

用者数の減少に加え、ドライバー等の人手不足の深刻化の影響などにより、路線バス等の廃止や減便

が見られ、公共交通の利便性が低下するなどの問題が生じている。さらに、税収入の減少や福祉施策

等の行政コストの増大に伴う行政経費の制約があるなかで、都市基盤の整備や維持管理コストが増大

することにより、適切な都市的サービスの水準を維持できなくなることが懸念される。 

加えて、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの実現に

向けて、脱炭素に資する都市づくりが求められている。 

これらの課題を解決するためには、引き続き、公共交通を軸にした集約型都市構造による持続可能

な都市の実現を目指し、すべての世代が住みたいと感じる（＝魅力ある）都市づくりを進めることが

必要であり、地域の実情に応じた持続可能な魅力ある都市の将来像を示していくことが求められてい

る。また、頻発、激甚化する自然災害や南海トラフ地震・断層型地震の発生等が懸念されており、災

害に強いまちづくりも必要になっていることから、令和２（2020）年に都市再生特別措置法が改正さ

れ、都市のコンパクト化と併せて災害に強いまちづくりを進めるため、居住や都市機能の誘導を図る

上で、自然災害から生命や財産等を守るために必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るため

の指針（防災指針）を立地適正化計画に定めることとされている。 

このような状況を踏まえ、各都市計画区域マスタープランの見直しを行うものである。 

 

 

③見直しの背景 

本県では、県内全都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を平成 16 年５月に策定し、

その後、市町村合併等による都市計画区域の再編等にあわせて、随時改定を行ってきた。平成 24

年１月には、人口減少や少子高齢社会に対応した、効率的な都市構造へ緩やかに転換していくこと

などを柱とし、県内全都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を改定した。 

その後も人口減少が進行し、超高齢社会が到来するなか、産業の停滞や活力が低下している地域

がみられるとともに、幹線道路沿道等における郊外への市街地の拡大により、中心市街地の衰退や

空洞化がみられる。また、マイカー利用の増加や人口減少により、路線バスの利用者数が減少し、

廃止や減便により公共交通の利便性が低下するなどの問題が生じている。そのほか、税収入の減少

や福祉施策等の行政コストの増大に伴う行政経費の制約があるなかで、都市基盤の整備や維持管理

コストが増大することにより、適切な都市的サービスの水準を維持できなくなることが懸念され

る。 

これらの課題を解決するためには、既存の都市機能集積を生かし、公共交通を軸にした集約型都

市構造の実現を目指すことが必要であり、地域の実情に応じ、それぞれの特性を生かした持続可能

な都市の将来像を示していくことが必要になっている。また、南海トラフ地震や断層型地震の発生、

局所的な集中豪雨等に伴う市街地の浸水や土砂災害等の自然災害の増加も懸念されており、防災・

減災の観点に留意した災害に強いまちづくりも必要になっている。 

平成 26 年８月には、改正都市再生特別措置法が施行され、都市全体の構造を見渡しながら、住

宅及び医療・福祉、商業その他の居住に関連する施設の誘導と、それと連携した公共交通に関す

る施策を講じることにより、市町村によるコンパクトなまちづくりを支援する立地適正化計画制

度が創設されている。 

このような状況を踏まえ、各都市計画区域マスタープランの見直しを行うものである。 
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(2)都市計画区域マスタープランと市町村マスタープラン及び立地適正化計画との関係 

都市計画区域マスタープランは、一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域として定められる

都市計画区域全域を対象として、県が一市町村を超える広域的見地から、区域区分をはじめとした都市

計画の基本的な方針を定めるものである。 

一方で、住民に最も身近な地方公共団体である市町村にあっては、都市計画区域マスタープランに即

し、都市計画区域内の各市町村の区域を対象として、より地域に密着した都市計画に関する事項を主と

する市町村の都市計画に関する基本的な方針（市町村マスタープラン）を策定することが必要である。

さらには、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の

福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの）の立地の適正化を図

るための計画（立地適正化計画）を作成することが求められる。立地適正化計画制度は、都市全体を見

渡しながら今後の都市像を描き公共施設のみではなく住宅及び医療・福祉・商業等の民間の施設も対象

としてその誘導を図るためのものである。 

すなわち、都市計画区域マスタープランでは、広域的、根幹的な都市計画に関する事項を、市町村マ

スタープラン及び立地適正化計画では、市町村内においておおむね完結する地域に密着した都市計画に

関する事項を主として定めることが求められているが、いずれも、中長期的な視点に立った都市の将来

像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を明らかにしようとするものである。 

従来から、都市計画法に基づく都市計画と関連する諸制度により、都市づくりが行われてきたところ

であるが、立地適正化計画は市町村マスタープランの一部とみなされるなど都市計画法と一体的に機能

させるべきものとされており、都市計画法に基づく土地利用規制や開発許可と立地適正化計画による誘

導策を一体的に運用し、都市づくりを進めていくことが求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)都市計画区域マスタープランと市町村マスタープラン及び立地適正化計画との関係 

都市計画区域マスタープランは、一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域として定められ

る都市計画区域全域を対象として、県が一市町村を超える広域的見地から、区域区分をはじめとした

都市計画の基本的な方針を定めるものである。 

一方で、住民に最も身近な地方公共団体である市町村にあっては、都市計画区域マスタープラン

に即し、都市計画区域内の各市町村の区域を対象として、より地域に密着した都市計画に関する事

項を主とする市町村の都市計画に関する基本的な方針（市町村マスタープラン）を策定することが

必要である。さらには、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市

の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの）

の立地の適正化を図るための計画（立地適正化計画）を作成することが求められる。立地適正化計

画制度は、都市全体を見渡しながら今後の都市像を描き公共施設のみではなく住宅及び医療・福祉・

商業等の民間の施設も対象としてその誘導を図るためのものである。 

すなわち、都市計画区域マスタープランでは、広域的、根幹的な都市計画に関する事項を、市町村

マスタープラン及び立地適正化計画では、市町村内においておおむね完結する地域に密着した都市計

画に関する事項を主として定めることが求められているが、いずれも、中長期的な視点に立った都市

の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を明らかにしようとするものである。 

従来から、都市計画法に基づく都市計画と関連する諸制度により、都市づくりが行われてきたとこ

ろであるが、立地適正化計画は市町村マスタープランの一部とみなされるなど都市計画法と一体的に

機能させるべきものとして新たに創設されたところであり、今後は、都市計画法に基づく土地利用規

制や開発許可と立地適正化計画による誘導策を一体的に運用し、都市づくりを進めていくことが求め

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 
(市町村の都市計画に関する基本的な方針) 

 

○晴れの国おかやま生き活きプラン 等 

 岡山県の上位・関連計画 

 

都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 
(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 

 
連携／調整 

各市町村の基本構想（総合計画等） 

都市づくり 

の方針 

 ・個別の都市計画（土地利用規制・誘導、都市施設整備、 

市街地開発事業、地区計画 等） 

・開発許可 

・立地適正化計画による誘導策 

一体的に運用 

立地適正化計画 
(住宅及び都市機能増進 

施設の立地の適正化 

を図るための計画) 

 

※公表することにより、 

市町村ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの一部 

とみなされる。 

※ 

市町村ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 
(市町村の都市計画に関する基本的な方針) 

 

○第 4 次晴れの国おかやま生き活きプラ

ン 等 

 岡山県の上位・関連計画 

 

都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 
(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 

 
連携／調整 

各市町村の基本構想（総合計画等） 

都市づくり 

の方針 

 ・個別の都市計画（土地利用規制・誘導、都市施設整備、 

市街地開発事業、地区計画 等） 

・開発許可 

・立地適正化計画による誘導策 

一体的に運用 

立地適正化計画 
(住宅及び都市機能増進 

施設の立地の適正化 

を図るための計画) 

 

※公表することにより、 

市町村ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの一部 

とみなされる。 

※ 
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2.岡山県の都市づくりの方針と各都市計画区域の位置づけ 

各都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を定めるにあたっては、県土形成の観点か

ら、本県の都市づくりの方向性を示し、各都市計画区域の位置づけやまちづくりの方向を総括す

るとともに、各種マスタープラン等の策定における共通ベースとする。 

 

(1)岡山県の都市づくりの方針 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.岡山県の都市づくりの方針と各都市計画区域の位置づけ 
各都市計画区域の「都市計画区域マスタープラン」を定めるにあたっては、県土形成の観点か

ら、本県の都市づくりの方向性を示し、各都市計画区域の位置づけやまちづくりの方向を総括す

るとともに、各種マスタープラン等の策定における共通ベースとする。 

 

(1)岡山県の都市づくりの方針 
 

 

 

 

全ての県民が明るい笑顔で暮らす岡山 

「生き活きおかやま」の実現 

 
岡山県の都市づくりの方針 

 

 

《2025 年頃の目指すべき岡山の姿》 

 

『晴れの国おかやま生き活きプラン』 《時代の潮流と課題》 

『晴れの国おかやま生き活きプラン』 

①子どもたちが規律を守って伸び伸びと学んでいる

 

 

１ 人口減少・少子高齢社会に対応する都市づくり ４ 産業の活性化を目指した都市づくり 

２ 安全・安心で暮らしやすい都市づくり ５ 地域資源を生かし交流が広がる都市づくり 

６ 広域連携により互いに支えあう都市づくり ３ 環境に配慮したうるおい豊かな都市づくり 

●社会構造の変化 

 人口減少・超高齢社会の到来 

 グローバル化の進展と我が国の国際競争力の相対的低下 

●安全・安心の重要性  

 東日本大震災による防災意識の高まりや絆の再認識 

 犯罪・事故のない暮らしへの要請の高まり 

 環境問題への対応の必要性 

●潤いのある生活の重視  

 生活の質を重視し心の豊かさを求めるニーズの高まり 

 多様な主体による公共サービスの質の向上 

●地方分権の進展と県の役割の変化 

 地方分権改革の進展 

 市町村合併や岡山市の指定都市移行に伴う県の役割の変化 

 広域的な行政課題の増加 

 

②犯罪や事故のない健やかなコミュニティ 

③みんなが主役となる参画社会 

④次代を担う若者が住み続ける地域 

⑤豊かさを実感できる便利で活力のある地域 

中四国の拠点として、グローバルに発展する岡山 

①旺盛なチャレンジ精神と地域挙げての支援 

②岡山の強みが生かされ、経済活動が活発化してい

③国内外に確立した「岡山ブランド」 

④広域連携の推進 

⑤人々が集う国内外の交流センター 

 『第 4 次晴れの国おかやま生き活きプラン』 《2040 年代半ばを見据えた潮流と課題》 

●さらなる人口減少社会・超高齢社会の到来 

 将来の人口推計 

 中山間地域や離島を取り巻く状況 

●激甚化・頻発化する自然災害  

 平成 30 年 7 月豪雨災害の教訓 

 自助・共助・公助による災害対応 

●感染症のリスクと社会経済活動の両立 

 新型コロナウイルス感染症の教訓 

 次なる新興感染症への備え 

●デジタル技術の進展と人材育成  

 AI やデジタル技術を活用した公共サービスの維持・強化 

 デジタル人材の育成 

●カーボンニュートラルの実現 

 今後の気候変動の影響 

 2050 年温室効果ガス排出ゼロに向けた取組 

●グローバル化のさらなる進展 

 ひと・ものの流動性の高まり 

 地球規模の課題解決への積極的な取組 

 

 
岡山県の都市づくりの方針 

１ 人口減少・少子高齢社会に対応する 

魅力ある都市づくり ４ 産業の活性化を目指した都市づくり 

２ 安全・安心で暮らしやすい都市づくり 
５ 地域資源を生かし交流が広がる都市づくり 

６ 広域連携により互いに支えあう都市づくり 
３ カーボンニュートラルの実現を目指した都市づ

くり 

《2040 年代半ばの目指すべき岡山の姿》 

すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現！！ 

『第 4 次晴れの国おかやま生き活きプラン』 

○結婚・子育ての希望がかなう社会の実現 
・場所や組織にとらわれない柔軟な働き方が確保され、それぞ

れの地域からの人口の流出には歯止めがかかっています。 
・若い世代が結婚や子育てを前向きに捉え、それぞれの希

望をかなえています。 
・社会全体で子育てを応援する気運が醸成され、希望する

数の子どもを持ち、安心して子育てできる環境が実現され

ています。 

○夢を育む教育県岡山の推進 
・各学校は、先端技術の活用や地域との連携を図りながら、

子どもたち一人ひとりの資質・能力を伸ばし、それぞれに

応じた探究的・協働的な学びを実現しています。 
・将来の夢や目標を持ちながら、グローバルな視点を持っ

て、豊かな地域社会の創造・発展に積極的に貢献しようと

する志を持った子どもたちが育っています。 

○地域を支える産業の振興 
・東京一極集中の是正の流れを受けた地方への企業分散などによ

り、交通・物流インフラ整備等がさらに発展するとともに、デジタル

技術など成長分野への県内企業の投資が進み、グローバル競争

で優位に立つ技術力・生産性を誇っています。 
・リスクに対応できる柔軟で強靭な産業構造が構築され、中長期的

に持続的な成長軌道を維持することが可能となっています。 
 

○安心で豊かさが実感できる地域の創造 
・大規模災害等が発生した際にも、被害が最小化される強靱な県土づく

りが進むなど、ソフトとハードを組み合わせた対策がされています。 
・高齢化が進む地域において、多様な主体が地域社会の担い手とし

て活躍し、高齢者等の交通弱者を含む誰もが生活ニーズを満たす

ことができる空間の形成が進んでいます。 
・グリーン成長分野でイノベーションが実現し、経済と環境が両立す

る取組を通じて、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて着実

に前進しています。 

「生き活きおかやま」の実現 
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 (2)各都市計画区域の位置づけ 
 

分   類 
地方生活圏の中心都市 

を含む都市計画区域 

２次生活圏の中心都市 

等を含む都市計画区域 
その他の都市計画区域 

求められる 

主な機能など 

商工業、医療、文化、教育

等について、高度な都市

的サービスを提供する

ための集積など 

地方生活圏中心都市と連携しつ

つ、それらに準じた都市的サー

ビスを提供するための集積など 

他の都市と連携しつつ、日常

生活に密着した、基礎的な都

市的サービスを提供するため

の集積、地域産業・資源を生

かしたまちづくりの舞台など 

対象とする 

都市計画区域 
岡山県南広域、津山広域 

笠岡、井原、高梁、新見、備前、

真庭、美作、浅口広域 
和気、矢掛、吉備高原、湯原 

 

注）地方生活圏、２次生活圏：「中国地方要覧（平成16年度版）」による 

 

 

(2)各都市計画区域の位置づけ 
 

分   類 
地方生活圏の中心都市 

を含む都市計画区域 

２次生活圏の中心都市 

等を含む都市計画区域 
その他の都市計画区域 

求められる 

主な機能など 

商工業、医療、文化、教育

等について、高度な都市的

サービスを提供するため

の集積など 

地方生活圏中心都市と連携しつ

つ、それらに準じた都市的サー

ビスを提供するための集積など 

他の都市と連携しつつ、日常

生活に密着した、基礎的な都

市的サービスを提供するた

めの集積、地域産業・資源を

生かしたまちづくりの舞台

など 

対象とする 

都市計画区域 
岡山県南広域、津山広域 

笠岡、井原、高梁、新見、 

備前、真庭、美作、鴨方 
和気、矢掛、吉備高原、湯原 

注）地方生活圏、２次生活圏：「中国地方要覧」による 
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Ⅱ. 和気都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. 和気都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
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1.都市計画区域の概要 

(1)都市計画区域の名称及び範囲 

①名称 

和気都市計画区域 

②これまでの経緯 

和気都市計画区域は、昭和 57（1982）年４月 23 日（最終）に決定告示されている。 

③範囲及び規模 

本都市計画区域は、下表に掲げる市町の範囲で構成されている。 

 

市町村名 範 囲 規模(ha) 

和気町 行政区域の一部 6,913 

                              R7(2025).3.31 現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.都市計画区域の概要 

(1)都市計画区域の名称及び範囲 

①名称 

和気都市計画区域 

②これまでの経緯 

和気都市計画区域は、昭和 57 年４月 23 日（最終）に決定告示されている。 

③範囲及び規模 

本都市計画区域は、下表に掲げる市町の範囲で構成されている。 

 

市町村名 範 囲 規模(ha) 

和気町 行政区域の一部 6,913 

                              H28.3.31 現在 
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2.都市計画の目標 

(1)和気都市計画区域における都市づくりの現状と課題 

◆人口減少、少子化・高齢化の進行 

・岡山県の人口は平成 17（2005）年をピークに減少しており、和気都市計画区域においても減少し

ている。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では、今後、人口減少が更に加速すると予想

されている。 

・また、和気町の高齢化率は令和２（2020）年において 41.2％で、平成 22（2010）年と比較すると

8.1 ポイント増加し、年少人口率も 1.9 ポイント減少するなど、少子化・高齢化が進んでおり、税

収入の減少、福祉施策等の行政コストの増大が見込まれる。 

・このため、人口減少、少子化・高齢化に対応し、効率的な都市構造の実現による持続可能な都市運

営が求められている。 

 

◆公共交通の維持・充実の必要性 

・本区域では、公共交通ネットワークの構築が進み、公共交通の利便性が高いが、人口減少などによ

る公共交通利用者数の減少に加え、ドライバー等人手不足の深刻化の影響などにより、路線バス等

の減便等、公共交通サービス水準の低下が予想される。また、高齢化の進行に伴い、自動車等を運

転して移動することが困難となる高齢者が増えることも懸念されるため、まちづくりと一体となっ

た利便性の高い公共交通ネットワークの構築を進めるとともに、公共交通利用の促進を図るなど、

公共交通の維持・充実を図ることが求められている。 

・また、県南東部の各拠点や、岡山などの高次都市拠点との広域的な公共交通ネットワークの維持・

確保に努め、広域連携や地域の生活利便性の向上を図る必要がある。 

 

◆公共施設等の戦略的な維持管理・更新の必要性 

・高度経済成長期等に集中的に整備された公共施設等が老朽化し、今後の維持管理・更新費用が大幅

に増加することが見込まれている。 

・このため、人口減少・財政制約下での効率的・効果的な維持管理・更新に向けて、既存ストックの

長寿命化、統廃合などにより、トータルコストの縮減・平準化を図るとともに、将来のまちのあり

方を見据えた公共施設の集約化・再配置の推進など、戦略的な取組が求められている。 

 

◆まとまりのある市街地 

・市街地内には、比較的まとまった区域に行政、医療、商業、教育等の施設が立地し、和気駅南で

は、人口の集積がみられる。 

・一方で、一部の住宅地では人口減少がみられる。 

 

 

2.都市計画の目標 

(1)和気都市計画区域における都市づくりの現状と課題 

◆人口減少、少子化・高齢化の進行 

・岡山県の人口は平成 17 年をピークに減少しており、和気都市計画区域においても減少している。 

 

 

・また、和気町の高齢化率は平成 22 年において 33.1％となっており、平成 12 年と比較すると 7.0

ポイント増加し、年少人口率も 1.6 ポイント減少するなど、少子化・高齢化が進んでおり、税収入

の減少、福祉施策等の行政コストの増大が見込まれる。 

・このため、人口減少、少子化・高齢化に対応し、効率的な都市構造の実現による持続可能な都市運

営が求められている。 

 

◆公共交通の維持・充実の必要性 

  ・本区域では公共交通の利便性が低く、今後も、人口減少などにより、公共交通の利用者数が減少す

ることが予想される。また、高齢化の進行に伴い、自動車等を運転して移動することが困難となる

高齢者が増えることも懸念されるため、まちづくりと一体となった利便性の高い公共交通ネットワ

ークの構築を進め、公共交通の維持・充実を図ることが求められている。 

 

 

・また、県南東部の各拠点や、岡山などの高次都市拠点との広域的な公共交通ネットワークの維持・

確保に努め、広域連携や地域の生活利便性の向上を図る必要がある。 

 

◆公共施設等の戦略的な維持管理・更新の必要性 

・高度経済成長期等に集中的に整備された公共施設等が老朽化し、今後の維持管理・更新費用が大幅

に増加することが見込まれている。 

・このため、人口減少・財政制約下での効率的な維持管理・更新に向けて、既存ストックの有効活用

を図るとともに、将来のまちのあり方を見据えた公共施設の集約化・再配置の推進など、戦略的な

取組が求められている。 

 

◆まとまりのある市街地 

・市街地内には、比較的まとまった区域に行政、医療、商業、教育等の施設が立地している。 

・和気駅北の商業地はモータリゼーションの進展に伴う衰退に対応すべく、アクセス道等のハード整

備を完了し、ソフト事業へ移行しており、また、駅南には新たな商業施設の立地が進んでいる。 
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◆安全・安心な都市づくりの必要性 

・本県は災害の比較的少ない県といわれているが、近年の気候変動に伴い、本区域内でも豪雨災害に

よる被害が発生するなど、頻発、激甚化する自然災害への対応が求められている。また、著しい地

震災害が生じる恐れのある南海トラフ地震の発生や、それ以外にも大きな被害をもたらす可能性が

ある断層型地震の発生、大型台風の接近等に伴う土砂災害等の自然災害の増加が懸念されている。 

・このため、災害に強い都市施設や防災施設の充実、避難路の確保、災害ハザードエリアにおける開

発抑制等の災害防止に配慮した土地利用など、災害に強い都市づくりを促進する必要がある。 

・また、すべての人にとって安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進めるためには、増加が懸念

されている空き家への対応や、犯罪防止への配慮、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」と

いうユニバーサルデザインの考え方に基づく利用しやすい施設整備とともに、子育て世帯が安心・

快適に暮らせる生活空間の形成が必要である。 

・加えて、大規模な火災に対する市街地の安全性を高めるため、まちの不燃化を進める必要がある。 

 

◆環境負荷の低減と自然環境保全の必要性 

・市街地の拡大や自動車利用の増加等により環境負荷が増大しており、2050 年カーボンニュートラ

ルの実現に向けて、環境負荷の小さい都市構造への転換や、公共交通の利用促進、電気自動車等

の普及など、脱炭素型ライフスタイルの定着を図る必要性が高まっている。 

・また、本区域は吉井川・金剛川に沿って市街地や集落が展開し、後背部は農地や森林が広がって

いる。このように、水と緑の豊かな自然環境を有しているため、これらの資源と調和した都市づ

くりを進める必要がある。 

・さらに、これまでの取組等を生かして、住民との協働による環境負荷の低減を図る取組を推進する

必要がある。 

 

◆産業振興による活力向上の必要性 

・経済のグローバル化による国際競争の激化やデジタル技術の進展など、産業を取り巻く環境は厳し

くなっており、雇用機会の確保や経済基盤の強化を進めるため、地域の特性・優位性を生かした産

業振興に努める必要がある。 

 

◆特色ある地域資源の有効活用の必要性 

・人々のライフスタイルや価値観が多様化する中、「心の豊かさ」が実感できる質の高い暮らしが求

められている。 

・本区域には、豊かな自然環境、貴重な歴史資源、地域固有の文化や景観などがあり、これら資源

の保全・活用を図る必要がある。 

・また、デジタル技術を活用した地域資源の多様な魅力の発信や、来訪者の円滑な移動や快適な滞在

の支援に取り組む必要がある。 

 

◆連携による相互補完の必要性 

・人口が減少する中で効率的な都市運営を行っていくためには、広域的な連携と役割分担のもと、

地域の特性を生かした相互補完を図っていく必要がある。 

・なお、和気町は、岡山市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約を結び、役割分担や連携強化を図

っている。圏域の更なる発展に向けて、デジタル技術を活用するなど、取組内容を深化させる必要

がある。 

 

◆安全・安心な都市づくりの必要性 

・本県は災害の比較的少ない県といわれているが、大雨による中小河川の氾濫や土砂災害などが発生

している。また、著しい地震災害が生じる恐れのある南海トラフ地震の発生や、それ以外にも大き

な被害をもたらす可能性がある断層型地震の発生、局所的な集中豪雨等に伴う市街地の浸水や土砂

災害等の自然災害の増加が懸念されている。 

・このため、災害に強い都市施設や防災施設の充実、避難路の確保、災害防止に配慮した土地利用な

ど、災害に強いまちづくりを促進する必要がある。 

・また、すべての人にとって安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進めるためには、増加が懸念

されている空き家への対応や、犯罪防止への配慮、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」と

いうユニバーサルデザインの考え方に基づく利用しやすい施設整備が必要である。 

 

 

 

◆環境負荷の低減と自然環境保全の必要性 

・市街地の拡大や自動車利用の増加等により環境負荷が増大しており、環境負荷の小さい都市構造

への転換や、公共交通の利用促進などによる省資源・省エネルギー型ライフスタイルの定着を図

る必要性が高まっている。 

・また、本区域は吉井川・金剛川に沿って市街地や集落が展開し、後背部は農地や森林が広がって

いる。このように、水と緑の豊かな自然環境を有しているため、これらの資源と調和した都市づ

くりを進める必要がある。 

・さらに、これまでの取組等を生かして、住民との協働による環境負荷の低減を図る取組を推進する

必要がある。 

 

◆産業振興による活力向上の必要性 

・本区域の産業を取り巻く状況は、国際競争の激化などにより厳しい経営環境となっており、雇用

機会の確保や経済基盤の強化を進めるため、産業振興に努める必要がある。 

 

 

◆特色ある地域資源の有効活用の必要性 

・人々の価値観が多様化する中、「心の豊かさ」が実感できる質の高い暮らしが求められている。 

 

・本区域には、豊かな自然環境、貴重な歴史資源、地域固有の文化や景観などがあり、これら資源

の保全・活用を図る必要がある。 

 

 

 

◆連携による相互補完の必要性 

・人口が減少する中で効率的な都市運営を行っていくためには、広域的な連携と役割分担のもと、

地域の特性を生かした相互補完を図っていく必要がある。 
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(2)和気都市計画区域の都市づくりの基本理念 

本区域は、県南東部の交通の要衝として栄えた豊かな自然の残る地域で、吉井川及び金剛川沿いにま

とまった市街地、集落地が形成されている。 

市街地には日常的な都市的サービスを提供する機能の集積が図られているが、人口減少、少子化・高齢

化の進行や郊外への大規模商業施設の立地等により、和気駅前の商業地ではにぎわいが失われつつあ

る。 

このような状況を踏まえ、和気都市計画区域の都市づくりの基本理念を「自然と共生し、にぎわいのあ

る利便性の高い都市づくり」とする。 

 

(3)和気都市計画区域の都市づくりの方針 

第４次晴れの国おかやま生き活きプラン等の上位計画や「岡山県の都市づくりの方針」、本区域の現

状・課題、理念等を踏まえ、本区域の都市づくりの方針を以下のとおり設定し、住民、企業等、多様

な主体との協働・連携による都市づくりを進めていく。 

 

■人口減少・少子高齢社会に対応する持続可能な魅力ある都市づくり 

人口減少、少子高齢社会に対応するため、立地適正化計画の策定を検討し、公共交通を軸にしたコン

パクトで持続可能な魅力ある都市づくりを推進する。このため、町役場周辺に集積している既存の都市

施設や公共施設等を積極的に活用し、行政コストの低減を図りつつ、中心市街地において、さらなる都

市機能の集積や公共施設等の集約化・再配置を図るとともに、まちづくりと連携し、地域の実情に応じ

た利便性の高い公共交通ネットワークを維持・充実し、中心市街地や公共交通の利便性が高い地域への

計画的な居住の誘導を図るなど、持続可能な都市構造の実現を目指す。 

 

■便利で快適な市街地を形成する都市づくり 

和気駅周辺は、地域の拠点として生活・文化・福祉などの都市機能を集積するとともに、空き地、空

き家の利活用や、その拠点にふさわしい都市基盤の整備を行うなど地区構造の再編を推進し、日常的な

都市サービスを提供することにより、高齢者や子育て世帯も安心して暮らせる便利で快適な市街地の

形成を目指す。 

 

(2)和気都市計画区域の都市づくりの基本理念 

本区域は、県南東部の交通の要衝として栄えた豊かな自然の残る地域で、吉井川及び金剛川沿いにま

とまった市街地、集落地が形成されている。 

市街地には日常的な都市的サービスを提供する機能の集積が図られているが、人口減少、少子化・高齢

化の進行や郊外への大規模商業施設の立地等により、和気駅前の商業地ではにぎわいが失われつつあ

る。 

このような状況を踏まえ、和気都市計画区域の都市づくりの基本理念を「自然と共生し、にぎわいのあ

る利便性の高い都市づくり」とする。 

 

(3)和気都市計画区域の都市づくりの方針 

晴れの国おかやま生き活きプラン等の上位計画や「岡山県の都市づくりの方針」、本区域の現状・課

題、理念等を踏まえ、本区域の都市づくりの方針を以下のとおり設定し、住民、企業等、多様な主体

との協働・連携による都市づくりを進めていく。 

 

■人口減少・少子高齢社会に対応する持続可能な都市づくり 

人口減少、少子高齢社会に対応するため、コンパクトで持続可能な都市づくりを推進する。このた

め、町役場周辺に集積している既存の都市施設や公共施設等を積極的に活用し、行政コストの低減を図

りつつ、中心市街地において、さらなる都市機能の集積や公共施設等の集約化を図るとともに、まちづ

くりと連携した利便性の高い公共交通ネットワークの構築を進め、中心市街地や公共交通の利便性が高

い地域への計画的な居住の誘導を図るなど、地域の実情に応じた効率的な都市構造の実現を目指す。 

 

 

■便利で快適な市街地を形成する都市づくり 

和気駅周辺は、地域の拠点として生活・文化・福祉などの都市機能を集積するとともに、空き家、空

き店舗の利活用や、その拠点にふさわしい都市基盤の整備を行うなど地区構造の再編を推進し、日常的

な都市サービスを提供することにより、高齢者や子育て世代も安心して暮らせる便利で快適な市街地

の形成を目指す。 
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■安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

災害時における避難路や避難場所などの機能を備えた都市基盤の整備やまちの不燃化、災害の発生の

おそれのある区域について、災害防止の観点から開発抑制に努めるなど、災害に強い都市づくりに努め

る。また、都市施設の長寿命化・耐震化を進めるとともに、災害時におけるライフラインの早期復旧体

制の構築に努める。あわせて、本区域の市街地を中心に、総合的な治水対策により浸水被害の防止・軽

減に努める。 

さらに、すべての人にとって安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進めるため、子育て世帯が安心・

快適に暮らせる生活空間の形成や、空き家対策を推進するとともに、道路整備や公共施設整備などにお

いて、犯罪防止への配慮やユニバーサルデザインの視点に立った都市づくりを進める。 

 

■カーボンニュートラルの実現を目指した都市づくり 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素型の都市づくりを目指し、まとまりのある効

率的な都市づくりを進めるとともに、電気自動車等の更なる普及や地域の実情に応じた環境負荷の小

さい公共交通ネットワークの維持・充実及び利用促進を図るなど、都市の脱炭素化を推進する。 

また、市街地を流れる吉井川・金剛川や郊外に広がる優良な農地と後背部の豊かな自然環境の保全

及び調和を図るとともに、緑地や水辺空間を生かした都市づくりを進める。 

さらに、環境負荷の低減や都市内のうるおいの確保という観点から、計画的な公園緑地等の整備・

保全に努め、民有地の緑化を推進するなど、まちづくりＧＸを進める。 

 

■産業振興による活力のある都市づくり 

雇用の場の確保や地域経済の活性化を図るため、ＪＲ山陽本線や高速道路ＩＣなどによる利便性の

高い交通環境を生かしつつ、秩序ある土地利用のもとで計画的に産業の振興を図る。また、産業のデジ

タル化やカーボンニュートラルに資する取組を推進する。 

 

■個性と魅力あふれる都市づくり 

自然、歴史、文化など観光資源や地域特性を生かし、良好な景観形成にも配慮した個性と魅力あふれ

る都市づくりを進める。 

また、文化芸術、スポーツなど地域独自の魅力を有する資源を生かしたまちづくりを推進し、地域の

活性化を図る。 

さらに、金剛川の水辺の楽校や和気鵜飼谷温泉などの地域資源を生かした特色あるまちづくりを進

める。 

加えて、本区域内外の観光資源のネットワーク化などにより多様な地域資源の有効活用を促進すると

ともに、観光分野におけるＤＸに取り組み、持続可能な魅力ある観光地づくりを進めるなど、交流人口

の増加を図り、にぎわいのあるまちづくりを進める。 

 

■連携による相互補完を目指した都市づくり 

近隣都市が互いに支えあう持続可能な魅力ある都市づくりを目指し、デジタル技術を活用するなど、

隣接都市や高次都市機能が集積している都市との連携を図り、相互補完体制の構築に努める。 

そのために、都市計画区域内の道路網の整備や公共交通のネットワーク網を維持・充実するとともに、

周辺都市とを結ぶ幹線道路の整備や鉄道の利便性向上などに努める。 

 

■安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

災害時における避難路や避難場所などの機能を備えた都市基盤の整備や、災害防止に配慮した土地利

用を計画的・効果的に行うなど、災害に強い都市づくりに努める。また、都市施設の長寿命化・耐震

化を進めるとともに、災害時におけるライフラインの早期復旧体制の構築に努める。あわせて、本区

域の市街地を中心に、総合的な治水対策により浸水被害の抑制に努めていく。 

さらに、すべての人にとって安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進めるため、空き家対策に努

めるとともに、道路整備や公共施設整備などにおいて、犯罪防止への配慮やユニバーサルデザインの視

点に立った都市づくりを進める。 

 

 

■環境にやさしい都市づくり 

環境にやさしい都市づくりを目指し、まとまりのある効率的な都市づくりを進めるとともに、環境

負荷の小さい公共交通の利用促進を図り、都市の低炭素化を推進する。 

 

また、市街地を流れる吉井川・金剛川や郊外に広がる優良な農地と後背部の豊かな自然環境の保全

及び調和を図るとともに、緑地や水辺空間を生かした都市づくりを進める。 

さらに、環境負荷の低減や都市内のうるおいの確保という観点から、計画的な公園緑地等の整備・

保全に努め、民有地の緑化を推進する。 

 

■産業振興による活力のある都市づくり 

雇用の場の確保や地域経済の活性化を図るため、ＪＲ山陽本線や高速道路ＩＣなどによる利便性の

高い交通環境を生かしつつ、秩序ある土地利用のもとで計画的に産業の振興を図る。 

 

 

■個性と魅力あふれる都市づくり 

自然、歴史、文化など地域特性を生かし、良好な景観形成にも配慮した個性と魅力あふれる都市づく

りを進める。 

 

 

また、金剛川の水辺の楽校や和気鵜飼谷温泉などの地域資源を生かした特色ある都市づくりを進め

る。 

 

 

 

 

■連携による相互補完を目指した都市づくり 

近隣都市が互いに支えあう持続可能な都市づくりを目指し、隣接都市や高次都市機能が集積している

都市との連携を図り、相互補完体制の構築に努める。 

そのために、都市計画区域内の道路網の整備や公共交通のネットワーク網を充実するとともに、周辺

都市とを結ぶ幹線道路の整備や鉄道の利便性向上などに努める。 
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 「岡山県の都市づくりの方針」、「本区域の都市計画の目標」について概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 「岡山県の都市づくりの方針」、「本区域の都市計画の目標」について概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜和気都市計画区域の都市計画の目標＞ 

＜岡山県の都市づくりの方針＞ 

＜上位計画＞ 

・晴れの国おかやま生き活きプラン 

・おかやま創生総合戦略 

・岡山県国土強靱化地域計画 

・国土形成計画（中国圏広域地方計画） 

・岡山県土地利用基本計画 

＜岡山県の都市づくりの方針＞ 
１ 人口減少・少子高齢社会に対応する都市づくり 

２ 安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

３ 環境に配慮したうるおい豊かな都市づくり 

４ 産業の活性化を目指した都市づくり 

５ 地域資源を生かし交流が広がる都市づくり 

６ 広域連携により互いに支えあう都市づくり 

 

＜関連計画＞ 
・和気町総合振興計画  

・和気町都市計画マスタープラン 等 

＜都市づくりの基本理念＞ 

自然と共生し、にぎわいのある利便性の高い都市づくり 
 

 

 

 

＜都市づくりの方針＞ 
・人口減少・少子高齢社会に対応する 

持続可能な都市づくり 

・便利で快適な市街地を形成する都市づくり 

・安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

・環境にやさしい都市づくり 

・産業振興による活力のある都市づくり 

・個性と魅力あふれる都市づくり 

・連携による相互補完を目指した都市づくり 

 

＜和気都市計画区域の役割＞ 
 

和気地域の日常利便性を高める役割を担う区域 

＜区域の特性・課題＞ 
・人口減少の進行と少子高齢社会の到来 

・公共交通の維持・充実の必要性 

・公共施設等の戦略的な 

維持管理・更新の必要性 

・まとまりのある市街地 

・安全・安心な都市づくりの必要性 

・環境負荷の低減と自然環境保全の必要性 

・産業振興による活力向上の必要性 

・特色ある地域資源の有効活用の必要性 

・連携による相互補完の必要性 
 

 

＜和気都市計画区域の都市計画の目標＞ 

 

＜岡山県の都市づくりの方針＞ 

＜上位計画＞ 

・第 4 次晴れの国おかやま生き活きプ

ラン 

・第３期おかやま創生総合戦略 

・岡山県国土強靱化地域計画 

・国土形成計画（中国圏広域地方計画） 

・岡山県土地利用基本計画 

＜岡山県の都市づくりの方針＞ 
１ 人口減少・少子高齢社会に対応する都市づくり 

                 魅力ある都市づくり 

２ 安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

３ カーボンニュートラルの実現を目指した都市づくり 

４ 産業の活性化を目指した都市づくり 

５ 地域資源を生かし交流が広がる都市づくり 

６ 広域連携により互いに支えあう都市づくり 

＜都市づくりの基本理念＞ 

自然と共生し、にぎわいのある利便性の高い都市づくり 
 

 

 

 

＜都市づくりの方針＞ 
・人口減少・少子高齢社会に対応する 

持続可能な魅力ある都市づくり 

・便利で快適な市街地を形成する都市づくり 

・安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

・カーボンニュートラルの実現を目指した都市づくり 

・産業振興による活力のある都市づくり 

・個性と魅力あふれる都市づくり 

・連携による相互補完を目指した都市づくり 

 

＜都市づくりの現状と課題＞ 
・人口減少、少子化・高齢化の進行 

・公共交通の維持・充実の必要性 

・公共施設等の戦略的な 

維持管理・更新の必要性 

・まとまりのある市街地 

・安全・安心な都市づくりの必要性 

・環境負荷の低減と自然環境保全の必要性 

・産業振興による活力向上の必要性 

・特色ある地域資源の有効活用の必要性 

・連携による相互補完の必要性 
 

＜和気都市計画区域の役割＞ 
 

和気地域の日常利便性を高める役割を担う区域 

＜関連計画＞ 
・第２次和気町総合計画 

・和気町都市計画マスタープラン 等 
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(4)将来都市構造 

都市づくりの基本理念及び方針に基づき、各拠点の役割分担の下で、拠点間の連携による相互補完

により、区域全体の拠点性を向上させるため、将来あるべき都市構造を都市機能が集積する「拠点」

と、それらを広域的に結びつける「軸」の要素から以下のとおり設定する。 

 

拠
点 

地域都市拠点 
・和気駅周辺は、地域の行政機能やサービス機能を担う拠点

の形成に努める。 
市町域程度の圏域を持ち、

行政機能などが一定以上

集積している市街地 

軸 

国土連携軸 
・本区域と近畿方面、広島・九州方面とを結ぶ山陽自動車道

を国土連携軸と位置づけ、各方面との連携強化を図る。 

地域連携軸 

・本区域の各拠点や隣接市町を結ぶ幹線道路や鉄道を地域連

携軸と位置づけ、本区域内や隣接市町との連携強化と国土

連携軸へのアクセス強化を図る。 

水辺軸 
・本区域を流れる吉井川及び金剛川を水辺軸として位置づ

け、水と自然にふれあう場としての充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)将来都市構造 

都市づくりの基本理念及び方針に基づき、各拠点の役割分担の下で、拠点間の連携による相互補完

により、区域全体の拠点性を向上させるため、将来あるべき都市構造を都市機能が集積する「拠点」

と、それらを広域的に結びつける「軸」の要素から以下のとおり設定する。 

 

拠
点 

地域都市拠点 
・和気駅周辺は、地域の行政機能やサービス機能を担う拠点

の形成に努める。 
市町域程度の圏域を持ち、

行政機能などが一定以上

集積している市街地 

軸 

国土連携軸 
・本区域と近畿方面、広島・九州方面とを結ぶ山陽自動車道

を国土連携軸と位置づけ、各方面との連携強化を図る。 

地域連携軸 

・本区域の各拠点や隣接市町を結ぶ幹線道路や鉄道を地域連

携軸と位置づけ、本区域内や隣接市町との連携強化と国土

連携軸へのアクセス強化を図る。 

水辺軸 
・本区域を流れる吉井川及び金剛川を水辺軸として位置づ

け、水と自然にふれあう場としての充実に努める。 
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【将来都市構造図】 

 

 

 

 

【将来都市構造図】 

 

 

 



新旧対照表 

新 旧 
 

 【 18 】 

 

 

3.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

(1)区域区分の有無 

 

本区域には区域区分を定めない。 

 

○区域区分を行わない理由 

・本区域は、人口約 1.1 万人の小規模な都市であり、人口は減少しており、将来的にも人口の減少が

予測されている。 

・商業販売額※1 は、将来的にほぼ横ばいに推移する状況が予測されている。また、工業出荷額※2

は将来的に増加すると予測されるが、用途地域内の未利用地の積極的な活用により、工業系の新た

な土地需要は小さいと予測される。 

・また、用途地域外では、他法令により農用地区域をはじめ、自然環境に重点を置く土地利用規制が

なされていることなどから、本区域では急激な市街化の進行は見込まれないと判断される。 

 
※１ 商業販売額：経済産業省が実施する商業統計調査における「年間商品販売額」を指す。 

※２ 工業出荷額：経済産業省が実施する経済構造実態調査における「製造品出荷額等」を指す。 

 

 

 

3.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

(1)区域区分の有無 

 

本区域には区域区分を定めない。 

 

○区域区分を行わない理由 

・本区域は、人口約 1.2 万人の小規模な都市であり、人口は減少しており、将来的にも急激な人口の

減少が予測されている。 

・工業出荷額※1及び商業販売額※2は将来的にほぼ横ばいに推移する状況が予測されており、新たな

土地需要は小さいと予測される。 

・また、用途地域外では、他法令により農用地区域をはじめ、自然環境に重点を置く土地利用規制が

なされていることなどから、本区域では急激な市街化の進行は見込まれないと判断される。 

 
※１ 工業出荷額：経済産業省が実施する工業統計調査における「製造品出荷額等」を指す。 

※２ 商業販売額：経済産業省が実施する商業統計調査における「年間商品販売額」を指す。 
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4.土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)土地利用の基本方針 

市街地では現行の用途地域を基本に、住宅、商業、工業などの適正な配置による土地利用を誘導し、

空き地や空き家等の利活用とともに、市街地を取り巻く美しい田園景観や豊かな自然環境の保全を図

る。 

 

(2)主要用途の配置の方針 

用途 配置の方針 

商業業務地 ・和気駅周辺に、区域の中心となる商業地を配置する。 

工業地 ・福富地区の国道 374 号沿道には、軽工業を主とする工業地を配置する。 

住宅地 ・まとまりを持った住宅地を市街地内に配置し、ゆとりある住宅地を市街地

周辺部に配置する。 

・また、専用住宅地は防災・減災に配慮しながら市街地の周辺部に配置する。 

・なお、人口減少等の社会状況の変化に応じ、地域の拠点や公共交通の利便

性、防災面などに配慮した再配置の検討などにより、コンパクトで利便性

の高い住宅地の形成に努める。 

 

 

 

4.土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)土地利用の基本方針 

市街地では現行の用途地域を基本に、住宅、商業、工業などの適正な配置による土地利用を誘導す

るとともに、市街地を取り巻く美しい田園景観や豊かな自然環境の保全を図る。 

 

 

(2)主要用途の配置の方針 

用途 配置の方針 

商業業務地 ・和気駅周辺に、区域の中心となる商業地を配置する。 

工業地 ・福富地区の国道 374 号沿道には、軽工業を主とする工業地を配置する。 

住宅地 ・まとまりを持った住宅地を市街地内に配置し、ゆとりある住宅地を市街地

周辺部に配置する。 

・また、専用住宅地は防災・減災に配慮しながら市街地の周辺部に配置する。 

・なお、人口減少等の社会状況の変化に応じ、地域の拠点や公共交通の利便

性に配慮した再配置の検討などに努める。 
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(3)その他の土地利用の方針 

①用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

地域の土地利用の状況等に応じた地域地区の変更等を行い、適切な建築物の規制、誘導等により居

住環境や商業環境、工場の操業環境などの向上に努める。 

また、騒音、振動及び悪臭など工場周辺の居住環境に影響が大きい場合は、移転を含む住工分離を

促進していく。 

 

②居住環境の改善又は維持に関する方針 

既存市街地で住宅や店舗等の建物が密集した地域では、空き家や空き店舗の利活用などにより、都市

基盤の整備やオープンスペースの確保等、居住環境及び防災性の改善に努める。 

また、道路沿道などの騒音や振動が著しい地区については、居住環境の維持に配慮した適正な土地利

用の誘導を図る。 

さらに、地区計画や緑地協定、建築協定等を活用し、地域の特性に応じた良好な居住環境の形成に努

める。 

 

③優良な農地との健全な調和に関する方針 

優良農地や営農意欲の高い農地は現況の土地利用を保全する。 

 

④災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域については、市街化

の抑制を図る。 

その他、災害の発生のおそれのある区域についても、災害の危険度や対策の状況を踏まえつつ、市街

化の抑制に努める。 

 

⑤自然的環境の形成の観点から必要な保全に関する方針 

優れた自然の風景を有する森林、良好な樹林、寺社、文化財・遺跡等については、都市的開発を抑

制し、現在の土地利用を維持していく。その中で、必要な部分については公園緑地、風致地区等の都

市計画を定め、積極的に保全を図る。 

 

⑥計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

土地利用の基本方針を踏まえたうえで、質の高い居住環境の創出や産業振興の促進など、新たな土地

利用の実現が必要な地区は、周辺地域の農林漁業との健全な調和についてだけでなく、区域のまちづく

りにとっての合理性や、効果的かつ効率的な都市づくりの観点からも十分に検討したうえで、用途地域

などの指定、変更を行う。 

 

 

 

 

(3)その他の土地利用の方針 

①用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

地域の土地利用の状況等に応じた地域地区の変更等を行い、適切な建築物の規制、誘導等により居

住環境や商業環境、工場の操業環境などの向上に努める。 

また、騒音、振動及び悪臭など工場周辺の居住環境に影響が大きい場合は、移転を含む住工分離を

促進していく。 

 

②居住環境の改善又は維持に関する方針 

既存市街地で住宅や店舗が密集した地域では、空き家や空き店舗の活用などにより、都市基盤の整備

やオープンスペースの確保等、居住環境及び防災性の改善に努める。 

また、道路沿道などの騒音や振動が著しい地区については、居住環境の維持に配慮した適正な土地利

用の誘導を図る。 

さらに、地区計画や緑地協定、建築協定等を活用し、地域の特性に応じた良好な居住環境の形成に努

める。 

 

③優良な農地との健全な調和に関する方針 

優良農地や営農意欲の高い農地は現況の土地利用を保全する。 

 

④災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域については、市街化

の抑制を図る。 

その他、災害のおそれのある区域についても、災害の危険度や対策の状況を踏まえつつ、市街化の抑

制に努める。 

 

⑤自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

優れた自然の風景を有する森林、良好な樹林、寺社、文化財・遺跡等については、都市的開発を抑

制し、現在の土地利用を維持していく。その中で、必要な部分については公園緑地、風致地区等の都

市計画を定め、積極的に保全を図る。 

 

⑥計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

土地利用の基本方針を踏まえたうえで、質の高い居住環境の創出や産業振興の促進など、新たな土地

利用の実現が必要な地区は、周辺地域の農林漁業との健全な調和についてだけでなく、区域のまちづく

りにとっての合理性や、効果的かつ効率的な都市づくりの観点からも十分に検討したうえで、用途地域

などの指定を行う。 
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5.都市施設に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)交通施設の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

1)交通体系の整備の方針 
 

 

◆公共交通の拠点の維持・充実、サービスの向上 

◆災害に強く、生活や産業を支える交通ネットワークの充実 

◆必要に応じた計画決定による計画的かつ効率的な施設整備 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域では、山陽自動車道や国道 374 号、県道岡山赤穂線、ＪＲ山陽本線が走り、交通利便性の

高い地域となっている。 

・今後も、鉄道・バス等の公共交通は、地域住民、特に移動手段を持たない高齢者や子どもにとって

重要な交通機関であるとともに、環境負荷の小さい移動手段であるため、地域の実情に応じ、路

線網、駅等の拠点の充実やサービスの向上を図り、誰もが快適に利用でき、環境にやさしい交通体

系の確立を目指す。 

・さらに、都市の活性化や定住化の促進を目指すため、広域的な交流連携や本区域内の連携強化を

図る幹線道路の整備を進め、生活利便性の向上や産業基盤の強化を図り、災害に強く都市間の相

互補完が図られる交通ネットワークの充実を図る。その際、計画的かつ効率的な施設整備を行う

ため、地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を考慮し、必要に応じて都市計画道路を都市計

画に定めるように努める。 

・なお、整備にあたっては、犯罪防止やユニバーサルデザイン、沿道環境とともに、子育て世帯の視

点にも配慮する。 

 

 

 

5.都市施設に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)交通施設の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

1)交通体系の整備の方針 
 

 

◆公共交通の拠点の充実、サービスの向上 

◆災害に強く、生活や産業を支える交通ネットワークの充実 

◆必要に応じた計画決定による計画的かつ効率的な施設整備 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域では、山陽自動車道や国道 374 号、県道岡山赤穂線、ＪＲ山陽本線が走り、交通利便性の

高い地域となっている。 

・今後も、鉄道・バス等の公共交通は、高齢者や子どもにとって重要な交通機関であるとともに、環

境負荷の小さい移動手段であるため、地域特性に応じ、路線網や駅などの拠点の充実やサービス

の向上を図り、誰もが快適に利用でき、環境にやさしい交通体系の確立を目指す。 

 

・さらに、都市の活性化や定住化の促進を目指すため、広域的な交流連携や本区域内の連携強化を

図る幹線道路の整備を進め、生活利便性の向上や産業基盤の強化を図り、災害に強く都市間の相

互補完が図られる交通ネットワークの充実を図る。その際、計画的かつ効率的な施設整備を行う

ため、地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を考慮し、必要に応じて都市計画道路を都市計

画に定めるように努める。 

・なお、整備にあたっては、犯罪防止やユニバーサルデザインに配慮した整備を行う。 
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②主要な施設の配置の方針 

1)道路 

種別 配置の方針 

国土連携道路 ・本区域と近畿方面、広島・九州方面を結ぶ国土連携道路として、山陽自動

車道を配置する。 

地域連携道路 ・国道 374 号や県道岡山赤穂線など、隣接都市との連携強化に資する都市

間幹線道路や本区域の各拠点を結ぶ拠点間幹線道路を地域連携道路とし

て配置し、計画的に整備を進める。 

都市内道路 ・既成市街地内において、まちづくりの骨格となる都市内道路を配置し、地

域の課題に応じた整備を進める。 

 

2)公共交通 

種別 配置の方針 

鉄道 ・環境負荷が小さい鉄道の利用促進に努め、誰もが利用しやすく、安全・安

心で暮らしやすいまちづくりに資する施設の整備改善に努めていく。 

バス ・鉄道との連携も考慮した利便性の高いバス網を構成するとともに、バス待

合所等付属施設の整備に努め、誰にでもやさしい公共交通としてのバス利

用を促進する。 

その他の公共

交通 

・既存の鉄道、バスを利用することが困難な地域においては、地域住民、自

治体、交通事業者等の調整により、コミュニティバスやデマンド型乗合タ

クシーに加え、AI によるデマンド交通やライドシェアなど最新技術・制

度の活用を検討し、地域に適した公共交通を持続的に確保する。 

 

3)その他 

種別 配置の方針 

駅周辺 ・駅前広場をはじめとした駅周辺地域では、交流拠点としての魅力向上のた

め、景観整備や施設整備を引き続き進める。 

 

 

 

 

②主要な施設の配置の方針 

1)道路 

種別 配置の方針 

国土連携道路 ・本区域と近畿方面、広島・九州方面を結ぶ国土連携道路として、山陽自動

車道を配置する。 

地域連携道路 ・国道 374 号や県道岡山赤穂線など、隣接都市との連携強化に資する都市

間幹線道路や本区域の各拠点を結ぶ拠点間幹線道路を地域連携道路とし

て配置し、計画的に整備を進める。 

都市内道路 ・既成市街地内において、まちづくりの骨格となる都市内道路を配置し、地

域の課題に応じた整備を進める。 

 

2)公共交通 

種別 配置の方針 

鉄道 ・環境負荷が小さい鉄道の利用促進に努め、誰もが利用しやすく、安全・安

心で暮らしやすいまちづくりに資する施設の整備改善に努めていく。 

バス ・鉄道との連携も考慮した利便性の高いバス網を構成するとともに、バス待

合所等付属施設の整備に努め、誰にでもやさしい公共交通としてのバス利

用を促進する。 

その他の公共

交通 

・既存の鉄道、バスを利用することが困難な地域においては、地域住民、自

治体、交通事業者等の調整により、コミュニティバスやデマンド型乗合タ

クシーなど、値域に適した公共交通を持続的に確保する。 

 

 

3)その他 

種別 配置の方針 

駅周辺 ・駅前広場をはじめとした駅周辺地域では、交流拠点としての魅力向上のた

め、景観整備や施設整備を引き続き進める。 
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(2)下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

1)下水道及び河川の整備の方針 

(ｱ)下水道 

 

◆下水道施設の適切な維持管理 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域では、令和６（2024）年現在、680ha の公共下水道（排水区域）が計画され、現在は全域

の整備が完了している。 

・今後は、健全な施設運営に努めるとともに、老朽化が進んでいる施設の改築・更新を計画的に行う

など、適切な維持管理に努める。また、必要に応じ、地域課題や土地利用に関する基本的な考え方

に配慮した効果的かつ効率的な整備が行われる場合に限り、計画区域の見直しを検討する。 

・また、施設の利用状況や災害時に果たす役割を勘案し、重要度や緊急性の高い施設について、順次、

耐震化を図る。 

・さらに、今後は既存施設の老朽化が進んでいくことから、市町村と県で連携しながら、更なる施設

の広域化や維持管理の共同化などに取り組むとともに、計画的な点検・調査を行い、予防保全の考

え方に基づき計画的に維持管理を進めることで、既存施設の長寿命化を図り、健全な施設運営に努

める。 

 

(ｲ)河川 

 

◆計画的な治水対策の推進 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域には、吉井川等の河川が流下しており、順次その整備が進められている。 

・引き続き、流域の治水安全度向上の観点から緊急性の高い箇所から計画的に整備し、適切な維持管

理を行う。 

・また、近年の気候変動の影響による水災害リスクの増大に備えるため、河川流域全体のあらゆる関

係者が協働して流域全体の治水対策を推進する。 

・さらに、都市化に伴い浸水の可能性がある区域について、関係機関の様々な浸水対策と連携を図り

ながら効率的な治水対策を講じる。 

・整備にあたっては、地域における河川の役割等を考慮しつつ、親水性や景観等に配慮した住民に

親しまれる水辺の空間づくりを推進する。 

 

  

 

(2)下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

1)下水道及び河川の整備の方針 

(ｱ)下水道 

 

◆下水道施設の適切な維持管理 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域では、平成 26 年現在、680ha の公共下水道（排水区域）が計画され、現在は全域の整備が

完了している。 

・今後は、健全な施設運営に努めるとともに、老朽化が進んでいる施設の改築・更新を計画的に行う

など、適切な維持管理に努める。また、必要に応じ、地域課題や土地利用に関する基本的な考え方

を考慮した効率的かつ効果的な整備が行われる場合に限り、計画区域の見直しを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)河川 

 

◆計画的な治水対策の推進 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域には、吉井川等の河川が流下しており、順次その整備が進められている。 

・引き続き、流域の治水安全度向上の観点から緊急性の高い箇所から計画的に整備し、適切な維持管

理を行う。 

 

 

・また、都市化に伴い浸水の可能性がある区域について、関係機関の様々な浸水対策と連携を図り

ながら効率的な治水対策を講じる。 

・整備にあたっては、地域における河川の役割等を考慮しつつ、親水性や景観等に配慮した住民に

親しまれる水辺の空間づくりを推進する。 
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2)整備水準の目標 

種別 整備水準の目標 

下水道 ・令和６（2024）年の整備率は、公共下水道：100％である。 

・長期的な目標としては、市街地形成に対応して計画的に整備する。 

河川 ・治水安全度、浸水の実績等から判断して緊急度の高い箇所から順次整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  整備率＝供用処理区域／計画処理区域 

                   供用処理区域：供用開始告示された処理区域（ha） 

                   計画処理区域：都市計画決定された処理区域（ha） 

 

 

②主要な施設の配置の方針 

種別 配置の方針 

下水道 

(公共下水道) 

・今後は、各施設の適切な維持管理を行うとともに、健全な施設運営に努め

る。また、基本方針を踏まえ、必要に応じて計画区域の見直しを検討する。 

河川 ・緊急性の高い箇所から順次整備する。 

・自然景観や生態系に配慮し、多自然川づくりを推進する。 

 

 

 

2)整備水準の目標 

種別 整備水準の目標 

下水道 ・平成 26 年の整備率は、公共下水道： 100％である。 

・長期的な目標としては、市街地形成に対応して計画的に整備する。 

河川 ・治水安全度、浸水の実績等から判断して緊急度の高い河川から順次整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  整備率＝供用処理区域／計画処理区域 

                   供用処理区域：供用開始告示された処理区域（ha） 

                   計画処理区域：都市計画決定された処理区域（ha） 

 

 

②主要な施設の配置の方針 

種別 配置の方針 

下水道 

(公共下水道) 

・今後は、各施設の適切な維持管理とともに、健全な施設運営に努める。ま

た、基本方針を踏まえ、必要に応じて計画区域の見直しを検討する。 

河川 ・初瀬川等緊急性の高いものから順次整備する。 

・自然景観や生態系に配慮し、多自然川づくりを推進する。 

 

③主要な施設の整備目標 

優先的におおむね 10 年以内に実施することを予定している事業等は次のとおりである。 

 

種別 整備概要 

河川 初瀬川 

  

95.3 98.6 
100.0 100.0 100.0 

38.8 
47.4 

55.7 
65.2 71.7 

0.0

50.0

100.0

H6 H11 H16 H21 H26

（％）

(年)

【公共下水道の整備率の推移】

和気都市計画区域 岡山県

H6 H11 H16 H21 H26

整備率(公共) 整備率(公共) 整備率(公共) 整備率(公共) 整備率(公共)

(％) (％) (％) (％) (％)

和気都市

計画区域
95.3 98.6 100.0 100.0 100.0

岡山県 38.8 47.4 55.7 65.2 71.7

※各年　3.31現在 資料：都市計画年報

H6　(1994) H11　(1999) H16　(2004) H21　(2009) H26　(2014) R1　(2019) R6　(2024)

整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共） 整備率（公共）

和気
都市計画区域

（％） 95.3 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

岡山県 （％） 38.8 47.4 55.7 65.2 71.7 78.2 78.4

※各年 3.31現在 資料：都市計画年報及び都市計画現況調査

95.3 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

38.8 
47.4 

55.7 
65.2 

71.7 
78.2 78.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H6
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H11

(1999)

H16

(2004)

H21

(2009)

H26

(2014)

R1

(2019)

R6

(2024)

和気都市計画区域 岡山県
（％）

（年）

【公共下水道の整備率の推移】
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(3)その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

 

◆計画的な公共施設の整備 

 

【目指すべき姿】 

・市街地を中心とする経済的、文化的、社会的な都市動態に対応しながら、健康で文化的な都市生

活と機能的な都市活動が確保できるよう、公共施設の効率的かつ合理的な維持運営や整備に努め

る。 

・特に、廃棄物の処理については、県が定める廃棄物処理計画に基づき、排出抑制、再使用、再生

利用、熱回収、適正処理などを促進する。 

 

②主要な施設の配置の方針 

種別 配置の方針 

ごみ処理施設 ・和気町クリーンセンターの適正な維持管理を図るとともに、その他の廃棄

物処理施設についても地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を考

慮したうえで、適正に配置する。 

その他の 

中核的施設 

・和気赤磐衛生センター（し尿処理）及び和気北部衛生施設組合火葬場の適

正な維持管理を図るとともに、墓園、市場などのその他の都市施設につい

ては、必要に応じて広域的な連携を図り、計画的に配置する。 

 

 

(3)その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

 

◆計画的な公共施設の整備 

 

【目指すべき姿】 

・市街地を中心とする経済的、文化的、社会的な都市動態に対応しながら、健康で文化的な都市生

活と機能的な都市活動が確保できるよう、公共施設の効率的かつ合理的な維持運営や整備に努め

る。 

・特に、廃棄物の処理については、県が定める廃棄物処理計画に基づき、排出抑制、再使用、再生

利用、熱回収、適正処分などを促進する。 

 

②主要な施設の配置の方針 

種別 配置の方針 

ごみ処理施設 ・和気町クリーンセンターの適正な維持管理を図るとともに、その他の廃棄

物処理施設についても地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を考

慮したうえで、適正に配置する。 

その他の 

中核的施設 

・和気赤磐衛生センター（し尿処理）及び和気北部衛生施設組合火葬場の適

正な維持管理を図るとともに、墓園、市場などのその他の都市施設につい

ては、必要に応じて広域的な連携を図り、計画的に配置する。 
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6.市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)主要な市街地開発事業の決定の方針 

 

◆計画的な都市基盤の整備 

◆低・未利用地の有効利用 

 

【目指すべき姿】 

・本区域は、河川及び国・県道沿いを中心に市街地が形成されており、良好な居住環境、産業活動

や都市活動を確保するために、市街地内では都市基盤の整備を計画的に進め、都市機能の向上を

図る。 

・市街地内の低・未利用地については、市街地開発事業や地区計画制度、民間等による開発事業など

を活用し、道路や公園などの都市基盤が整った面的な整備を促進し、土地の有効利用を図る。 

 

 

 

6.市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)主要な市街地開発事業の決定の方針 

 

◆計画的な都市基盤の整備 

◆低・未利用地の有効利用 

 

【目指すべき姿】 

・本区域は、河川及び国・県道沿いを中心に市街地が形成されており、良好な居住環境、産業活動

や都市活動を確保するために、市街地内では都市基盤の整備を計画的に進め、都市機能の向上を

図る。 

・市街地内の低・未利用地については、市街地開発事業や地区計画制度、民間等による開発事業な

どを活用し、道路や公園などの都市基盤が整った面的な整備を促進し、土地の有効利用を図る。 
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7.自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)基本方針 

 

◆自然環境や緑地の保全 

◆公園や緑地の計画的な整備と緑化の推進 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域は、町域の多くを森林が占め、この豊かな自然が市街地の背景となって美しい景観を形成

しているとともに、山地災害の防止や二酸化炭素吸収源等の環境負荷軽減機能を有している。 

・しかし、本区域では住民に身近な都市公園等の整備が進んでいない。 

・加えて、令和６（2024）年に全国植樹祭が岡山県内で開催され、記念植樹などを通じて、多くの

人が緑にふれあい、森林・緑に対する理解が深まるなど、住民の緑化に対する機運が高まっている。 

・このため、多面的な機能を有し貴重な地域資源である豊かな自然環境の保全など、環境負荷の小さ

な環境にやさしい都市づくりに努める。 

・さらに、住民の憩いの場となる公園や緑地を都市計画に定めるなど、計画的に整備を進めるととも

に、市街地等の緑化の推進、緑地の保全を図るため、緑の広域計画や緑の基本計画の策定を検討す

るなど総合的な緑の保全と創出を図り、脱炭素型の都市づくりを進める。 

 

(2)緑地の確保水準 

種別 整備水準の目標 

都市公園等 ・令和６（2024）年現在、都市公園等は整備されていない。今後は基本方針

に基づき、用途地域内を基本として、都市公園等の整備を計画的に進める。 

 

 

 

7.自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)基本方針 

 

◆自然環境や緑地の保全 

◆公園や緑地の計画的な整備と緑化の推進 

 

【現状と目指すべき姿】 

・本区域は、町域の多くを森林が占め、この豊かな自然が市街地の背景となって美しい景観を形成

しているとともに、山地災害の防止や二酸化炭素吸収源等の環境負荷軽減機能を有している。 

・しかし、本区域では住民に身近な都市公園等の整備が進んでいない。 

 

 

・このため多面的な機能を有し貴重な地域資源である豊かな自然環境を保全し、環境負荷の小さな

環境にやさしい都市づくりに努める。 

・さらに、住民の憩いの場となる公園や緑地を都市計画に定めるなど、計画的に整備を進めるととも

に市街地等の緑化の推進、緑地の保全を図るため、緑の基本計画の策定を検討するなど総合的な

緑の保全と創出を図る。 

 

(2)緑地の確保水準 

種別 整備水準の目標 

都市公園等 ・平成 26 年現在、都市公園等は整備されていない。今後は基本方針に基づ 

き、用途地域内を基本として、都市公園等の整備を計画的に進める。 
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(3)主要な緑地の配置の方針 

用途 配置の方針 

環境保全系統 ・動植物の生息・生育地、環境負荷の軽減などの機能を有する緑地として、吉

井川等の河川及び市街地周辺部の樹林等を配置する。 

レクリエーショ

ン系統 

・多様化するレクリエーション需要に応える緑地等として、日常的に利用さ 

れる住区基幹公園（街区、近隣、地区公園）、住民全体で利用する都市基幹

公園（総合、運動公園）、特殊公園（風致公園等）を適切に配置する。 

防災系統 ・避難地、避難場所等として有効な役割を果たす公園緑地として総合公園、運

動公園等を配置し、防災機能を備えた整備を図る。 

・土砂流出や崖くずれ等危険の大きい市街地周辺には災害の防止を図るため 

の緑地を配置する。 

景観構成系統 ・都市の良好な景観を創出する貴重な緑地として市街地周辺の樹林や吉井川 

等の河川を配置する。 

歴史的環境の保

全 

・良好な自然環境を支える緑地として、神社仏閣や文化財等と一体となって 

歴史的風土を保っている樹林を配置する。 

総合的な緑地の

配置 

・市街地及びその周辺に、全体の配置バランスやアクセス条件を考慮し、基 

幹公園、特殊公園、都市緑地等の公園緑地を配置する。 

 

(4)実現のための具体の都市計画制度の方針 

・本区域の自然環境を支える市街地後背部の森林や河川等は、各種制度を活用しつつ保全・育成を図

る。 

・住民の憩いの場となる公園や緑地を都市計画に定め、計画的な整備に努める。 

・緑の広域計画や緑の基本計画の策定の検討や重点的に緑化を図る地区を設定するなど、総合的かつ

重点的な緑地の整備を促していく。 

・市街地開発事業などの面的整備については、公園、緑地、広場等を都市基盤として総合的に整備を

行っていく。 

・民有地や企業地などについては、地区計画や緑地協定による緑化推進を促していく。 

 

 

 

(3)主要な緑地の配置の方針 

用途 配置の方針 

環境保全系統 ・動植物の生息・生育地、環境負荷の軽減などの機能を有する緑地として、吉

井川等の河川及び市街地周辺部の樹林等を配置する。 

レクリエーショ

ン系統 

・多様化するレクリエーション需要に応える緑地等として、日常的に利用さ 

れる住区基幹公園（街区、近隣、地区公園）、住民全体で利用する都市基幹

公園（総合、運動公園）、特殊公園（風致公園等）を適切に配置する。 

防災系統 ・避難地、避難場所等として有効な役割を果たす公園緑地として総合公園、運

動公園等を配置し、防災機能を備えた整備を図る。 

・土砂流出や崖くずれ等危険の大きい市街地周辺には災害の防止を図るため 

の緑地を配置する。 

景観構成系統 ・都市の良好な景観を創出する貴重な緑地として市街地周辺の樹林や吉井川 

等の河川を配置する。 

歴史的環境の保

全 

・良好な自然環境を支える緑地として、神社仏閣や文化財等と一体となって 

歴史的風土を保っている樹林を配置する。 

総合的な緑地の

配置 

・市街地及びその周辺に、全体の配置バランスやアクセス条件を考慮し、基 

幹公園、特殊公園、都市緑地等の公園緑地を配置する。 

 

(4)実現のための具体の都市計画制度の方針 

・本区域の自然環境を支える市街地後背部の森林や河川等は、各種制度を活用しつつ保全・育成を図

る。 

・住民の憩いの場となる公園や緑地を都市計画に定め、計画的な整備に努める。 

・緑の基本計画策定の検討や重点的に緑化を図る地区を設定するなど、総合的かつ重点的な緑地の整

備を促していく。 

・市街地開発事業などの面的整備については、公園、緑地、広場等を都市基盤として総合的に整備を

行っていく。 

・民有地や企業地などについては、地区計画や緑地協定による緑化推進を促していく。 

 

 

 



（参考資料）

都市計画の原案の縦覧

公　聴　会
（意見書の提出がなかった場合は中止）

都市計画の案の作成

関係市町の意見聴取

都市計画の案の縦覧（２週間）

県都市計画審議会

都市計画の決定

手 続 き の 流 れ

令和７年
　９月５日（金）～　９月１９日（金）

　１０月上旬　～　中旬
　※各都市計画区域により日程は異なる

令和８年
　１月７日（水）～　１月２１日（水）


